
関西福祉科学大学学則（抜粋） 

 

（学位の授与） 

第８条 本学を卒業した者に対し次の学位を授与する。 

一 社会福祉学部 社会福祉学科   学士（社会福祉学） 

二 心理科学部  心理科学科    学士（心理科学） 

三 健康福祉学部 健康科学科    学士（健康科学） 

福祉栄養学科   学士（福祉栄養学） 

 四 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻  学士（理学療法学） 

作業療法学専攻  学士（作業療法学） 

言語聴覚学専攻  学士（言語聴覚学） 

五 教育学部   教育学科 子ども教育専攻  学士（教育学） 

発達支援教育専攻 学士（教育学） 

 

 


